
社名     株式会社管理システム 

所在地  

  本 社  998-0102 山形県酒田市京田二丁目６９番８号 

  事業場  997-0303 山形県鶴岡市たらのき代字早坂６８６番地 

代表者    代表取締役 今野 修 

役員氏名及び就任日 

役 職 名 氏   名 就任年月日 

代表取締役 今野 修 平成 16年 10月 12日 

取締役 五十嵐克浩 平成 13年 8月 24日 

取締役 根上 哲夫 平成 24年 11月 2日 

取締役 鈴木 和範 平成 24年 11月 2日 

取締役 後藤 満 令和 4年 7月 14日 

監査役 板垣 将人 令和 5年 7月 14日 

令和 5年 10月１日現在 

 

設立年月日 平成５年５月１３日 

資本金   55,300千円 

 

平成５年５月  有限会社山形マニフェストサービスを資本金 300万円で設立 

平成 5年 6月  山形県の産業廃棄物収集運搬業の許可取得 

        山形県の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得 

 平成 8年 12月  有限会社山形マニフェストサービスを組織変更し 

          株式会社アール・イー・シーに社名変更 

          資本金 1,000万円に増資 

 平成 10年 6月  増資を行い資本金 1,800万円となる 

 平成 12年 4月  産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更 

（産業廃棄物の種類の追加） 

 平成 13年 5月  増資を行い資本金 2,500万円となる 

 平成 13年 10月 増資を行い資本金 3,500万円となる 

 平成 15年 8月   産業廃棄物処理施設設置許可を取得すると同時に 

          櫛引町と環境汚染防止協定を交わす 

 平成 16年 3月  産業廃棄物処理施設設置工事に着手する 

 平成 17年 8月  山形県の産業廃棄物処分業の許可取得 

          山形県の特別管理産業廃棄物処分業の許可取得 

  産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更 

（産業廃棄物の種類の追加） 

平成 17年 9月  産業廃棄物処分業の営業を開始する 

平成 18年 2月 増資を行い資本金 3,800万円となる 

平成 20年 5月 増資を行い資本金 1億 3,800万円となる 

平成 22年 2月 秋田県の産業廃棄物収集運搬業の許可取得 

         秋田県の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得 

宮城県の産業廃棄物収集運搬業の許可取得 



         宮城県の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得 

平成 23年 8月    山形県の産業廃棄物処分業の事業範囲の変更 

        （産業廃棄物の種類の追加） 

平成 24年 11月  株式会社管理システムから会社分割 

平成 24年 11月  株式会社管理システムに変更・本社移転 

平成 24年 11月  減資を行い資本金 5,530万円となる 

 

事業の内容  

１．一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬業 

２．一般廃棄物、産業廃棄物の処分業（焼却） 

 

事業計画の概要（産業廃棄物収集運搬及び処分業） 

 

＜ 産業廃棄物の収集運搬業 ＞ 

１．事業全体の計画 

山形県、宮城県、秋田県の県内一円の製造業、生産業、卸売業、小売業、販売業、医療機関、診療施設、検査施

設、建設業、建築業等の業種から発生する、燃え殻、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、

繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類、動物の死体、ば

いじん、石綿含有産業廃棄物を、排出事業者との契約に基づきトラックを用いて収集運搬し、排出事業者の指定

する処分施設等に搬入する。 

積み替え保管は行わない。 

 

２．収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等 

維持管理情報をご参照ください。 

３．収集運搬業務の具体的な計画 

 収集運搬の方法 

（１）車両及び容器 

 廃酸・廃アルカリ      ： 専用ポリ容器に収集、貨物トラックで運搬 

 

動物系固形不要物・ 

動物の死体・ばいじん    ： 密閉容器に収集、貨物トラックで運搬 

 

 燃えがら、廃プラスチック類・木くず・紙くず・繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず

・がれき類 ： 専用コンテナに収集、シートで飛散防止し、貨物トラッ                ク

で運搬 

 

 石綿含有産業廃棄物を収集する場合は、破砕することがないようにし、２重にしたフレコンバッグに密封し、

その他の物を混合しないように区分して行う。 

 

（２）積み替え保管 

 積替え保管は行わない。 

 



（３）収集運搬を行う時間及び休業日 

 収集運搬を行う時間 ７：００～１８：００（緊急の場合を除く） 

 休業日       日曜日及び元日   （緊急の場合を除く） 

 

４．環境保全措置の概要 

 (1) 運搬に際し講ずる措置 

 

   燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスく

ず等、がれき類、ばいじん、石綿含有産業廃棄物については、シートをかけて運搬し、飛散を防止する。 

廃酸、廃アルカリについては専用容器に収集し、流出を防止する。 

動物系固形不要物、動物の死体については、専用容器に収集し、飛散、悪臭を防止する。 

   運搬車両の整備、規定の積載量の遵守、早朝深夜の作業回避をすることにより騒音、振動の防止に努める

。 

 

 (2) 積替え又は保管施設において講ずる措置 

 

  積み替え保管は行わない。 

 

＜ 特別管理産業廃棄物の収集運搬業 ＞ 

１．事業全体の計画 

山形県、宮城県、秋田県の県内一円の医療機関、診療施設、検査施設から発生する、感染性産業廃棄物を、排出

事業者との契約に基づきトラックを用いて収集運搬し、排出事業者の指定する処分施設等に搬入する。 

積み替え保管は行わない。 

 

２．収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等 

維持管理情報をご参照ください。 

３．収集運搬業務の具体的な計画 

 収集運搬の方法 

１）車両及び容器 

 感染性廃棄物 ： 専用容器に収集、保冷車で運搬 

  

 他の産業廃棄物と混合しないようにし、区分して行う。 

 

（２）積み替え保管 

 積み替え保管は行わない。 

 

（３）収集運搬を行う時間及び休業日 

 収集運搬を行う時間  ７：００～１８：００（緊急の場合を除く） 

 休業日        日曜日及び元日   （緊急の場合を除く） 

 

４．環境保全措置の概要 

 (1) 運搬に際し講ずる措置 



 感染性廃棄物は専用容器に収集、保冷車で運搬し、飛散、流出及び感染を防止する。 

 運搬車両の整備、規定の積載量の遵守、早朝深夜の作業回避をすることにより騒音、振動の防止に努める。 

(2) 積替え又は保管施設において講ずる措置 

 積み替え保管は行わない。 

 

 

＜ 産業廃棄物処分業 ＞ 

１．事業の全体計画 

山形県内及び県外の製造業、生産業、卸売業、小売業、販売業、医療機関、診療施設、検査施設、建設業、

建築業等の業種から発生する木くず、紙くず、繊維くず、ゴムくず、廃プラスチック類、動植物性残渣、金属

くず、ガラスくず等を排出事業者との契約に基づき焼却処理する。また県外産業廃棄物については県外産業廃

棄物搬入事前協議の成立を伴い受け入れ、処分する。事業の範囲については「業許可証の写し」を参照下さい

。 

 

２．産業廃棄物の処分量 

維持管理情報をご参照ください。 

 

３．処分業務の具体的な計画 

（１）処分業務を行う時間及び休業日 

時間：０時から２４時まで 

   休業日： 当社指定日   

（２）処分業務の受託及び計画 

  ① 排出者から産業廃棄物の処分を受託しようとするときは、排出元、種類、性状等を記載した書面・写真

・分析結果等の提出を求めるなどにより、処理受託能力及び許可の範囲内であること等、処理できること

を確認のうえ委託契約を締結する。必要に応じて排出元の確認を行い、適正処理の確保に万全を期すこと

とする。  

② 産業廃棄物管理票の記載内容と相違ないことを確認のうえ産業廃棄物を引き受ける。産業廃棄物管理票

がない場合は引き受けない。  

③ 受け入れた産業廃棄物は産業廃棄物処理基準に従い処分業務を行い、処分終了後は必要事項を記載し産

業廃棄物管理票の写しを排出者に送付するとともに、５年間保存する。処理に関する帳簿を事業場ごとに

作成し備えつけ、毎月末までに前月分の記録を終了し、１年ごとに閉鎖し５年間保存する。  

(３) 受入れ廃棄物の性状確認及び計量方法  

① 性状の確認方法  

委託契約書に記載した受入れ廃棄物に関する情報や「廃棄物データシート」に記載された情報等に相違な

いか確認する。  

② 計量方法  

事業場内にある電子式トラックスケールを使用し計量する。 

  

 ４．環境保全措置の概要 

 (1) 中間処理施設において講ずる措置 

屋内でピットから重機にて投入し飛散、流出を防止する。 

誘引ファンは建物内に設置し外壁で囲い騒音を防止する。 



床面をコンクリートで舗装し振動を防止する。 

   ねずみ・蠅・蚊等が発生した場合は、直ちに駆除する。また、清掃を行い構内の清潔を保持し悪臭を防止す

る。 

 

 (2) 保管施設において講ずる措置 

   ねずみ・蠅・蚊等が発生した場合は、直ちに駆除する。また、清掃を行い構内の清潔を保持し悪臭を防止

する。 

保管場所には、見やすい位置に掲示板を設置し、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書き

換えその他必要な措置を講ずる。 

保管の高さ、保管数量の上限を超えて保管はない。保管施設以外の場所に保管しない。  

保管施設の破損等を発見した場合には、速やかに補修を行う。  

このほか、保管基準を遵守して保管する。 

   火災報知器、消火器を設置し火災発生防止に努める。 
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産業廃棄物の処理工程 

【 焼 却 】 
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排出者より搬入 

トラックスケール及び計量容器による数量 

確認、受入 

保管場所へ搬入、保管 

破砕機による廃棄物の破砕 

破砕された廃棄物を混合焼却物置場に保管 

ショベル付き重機による焼却炉への廃棄物の

投入 

焼 却 

冷却塔 

バグフィルター 

焼却炉からの 

熱回収 

焼却灰を取り出

しコンテナへ 

ばいじん取り出し

密封容器へ 

焼却炉の熱を暖房

利用 

 

最終処分場へ搬入 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


